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地方獣医師会会長 各 位

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会

会 長  藏 内 勇 夫

(公印及び契印の押印は省略)

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行

に伴う特定家畜防疫指針の留意事項の整備について

このことについて、平成 28 年 3 月 25 日付け 27 消安第 6116 号をもって、

農林水産省消費・安全局長から別添のとおり通知がありました。

このたびの通知は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律の施行に伴い、消費・安全局長通知である①豚コレラ、②高病原性鳥イン

フルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ、③口蹄疫の各「特定家畜伝染病防

疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項に

ついて」の一部改正について、都道府県知事あて通知したので、その旨了知の

上、円滑な防疫対策の実施つき協力が依頼されたものです。

つきましては、以上について、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたしま

す。
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